
８水管第７５６号 

令和８年６月 11 日 

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

 農林水産大臣 鈴木 憲和 

特定水産資源（するめいか）に関する令和８管理年度における漁獲可能量、

都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更について（諮問第 516

号） 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき定めた特定水産資

源（するめいか）に関する令和８管理年度における漁獲可能量等について、別紙のと

おり変更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、貴審

議会の意見を求める。 

資料６－１ 

1



2



 

 

 

3



  
  
 

  
  

 

 

  
 
 

  
  

 
 

 

 

4



ス
ル

メ
イ
カ
Ｔ
Ａ
Ｃ
管

理
に
つ
い
て

水
産

庁

令
和
８
年
６
月

資料６－２

5



目
次

●
令

和
７
管

理
年

度
ス

ル
メ
イ

カ
漁

獲
量

●
令

和
７
管

理
年

度
Ｔ

Ａ
Ｃ
の

超
過

【
協

議
事

項
①

】
で

頂
い

た
意

見

●
令

和
７
管

理
年

度
小

型
す
る

め
い

か
釣

り
漁

業
の

超
過
【
協

議
事

項
②
】

で
頂

い
た

意
見

●
令

和
８
管

理
年

度
Ｔ

Ａ
Ｃ
及

び
配

分
数

量
の

変
更

（
案

）

●
令

和
９
管

理
年

度
以

降
の
「

現
行

水
準

」
の

扱
い

に
つ

い
て

（
案

）

6



1

当
初

配
分
数
量

最
終

配
分

数
量

（
Ａ

）
漁

獲
量

（
Ｂ

）
Ｂ
／
Ａ

超
過
数
量

（
Ｂ
－
Ａ
）

沖
合

底
び
き

網
漁
業

2
,
6
0
0
ト
ン

7
,
7
9
5
ト
ン

7
,
7
2
3
ト
ン

9
9
%

-

大
中

型
ま
き

網
漁
業

6
0
0
ト
ン

7
8
6
ト

ン
5
6
8
ト

ン
7
2
%

-

大
臣

許
可
い

か
釣
り

漁
業

2
,
3
0
0
ト
ン

2
,
8
3
1
ト
ン

1
,
7
4
5
ト
ン

6
2
%

-

小
型

す
る
め

い
か
釣

り
漁
業

2
,
8
0
0
ト
ン

5
,
7
5
7
ト
ン

8
,
1
4
8
ト
ン

1
4
2
%

2
,
3
9
1
ト
ン

北
海

道
1
,
3
0
0
ト
ン

4
,
4
4
7
ト
ン

3
,
1
4
3
ト
ン

7
1
%

-

富
山

県
7
0
0
ト
ン

9
1
5
ト

ン
4
1
2
ト

ン
4
5
%

-

（
1
2
/
8
以
降

）
長
崎

県
目
安
数
量
（
5
5
0ト

ン
）

1
,
5
2
3
ト
ン

4
3
3
ト

ン
2
8
%

-

（
1
2
/
8
以
降

）
山
形

県
目
安
数
量
（
1
0
5ト

ン
）

1
3
1
ト

ン
7
2
ト

ン
5
5
%

-

（
1
2
/
8
以
降

）
兵
庫

県
目
安
数
量
（
5
0ト

ン
）

9
6
ト

ン
2
8
ト

ン
3
0
%

-

（
1
2
/
8
以
降

）
鳥
取

県
目
安
数
量
（
5
0ト

ン
）

1
9
6
ト

ン
5
0
ト

ン
2
5
%

-

（
1
2
/
8
以
降

）
山
口

県
目
安
数
量
（
5
0ト

ン
）

9
6
ト

ン
2
7
ト

ン
2
8
%

-

「
現

行
水
準

」
の
府

県
2
,
2
0
0
ト
ン

1
,
6
2
7
ト
ン

5
,
5
1
3
ト
ン

3
3
9
%

3
,
8
8
6
ト
ン

留
保

6
,
7
0
0
ト
ン

1
,
4
0
0
ト
ン

Ｔ
Ａ

Ｃ
1
9
,
2
0
0
ト
ン

2
7
,
6
0
0
ト
ン

2
7
,
8
6
3
ト
ン

1
0
1
%

2
6
3
ト
ン

当
初

追
加

(
9
/
1
9
水
政
審

)
追

加
（

1
1
/
5
水
政
審

)
最

終

Ｔ
Ａ

Ｃ
1
9
,
2
0
0
ト
ン

6
,
6
0
0
ト
ン

1
,
8
0
0
ト
ン

2
7
,
6
0
0
ト
ン

令
和

７
管

理
年

度
ス

ル
メ

イ
カ
漁

獲
量

（
全
体
）

7



「
現
行
水
準
」
の
府
県
全
体
の
配
分
数
量
①

1
,
6
2
7
ト
ン

「
現
行
水
準
」
の
府
県
全
体
の
漁
獲
量
②

5
,
5
1
3
ト
ン

消
化
率
（
②
／
①
）

3
3
9
%

超
過
数
量
（
②
－
①
）

3
,
8
8
6
ト
ン

「
現
行
水
準
」
の
府
県
あ
た
り
の
目
安
数
量

（
目
安
数
量
の
合
計

/ 「
現

行
水
準
」
の
府
県
の
数
（
2
6
府
県
）
）

8
3
.
7
ト
ン

令
和

７
管

理
年

度
ス

ル
メ

イ
カ

漁
獲

量
（

「
現

行
水

準
の

府
県
」

）

(※
)表

中
の
数
値
が

1
0
、

5
0
及
び

1
0
0
と
な
っ
て
い
る
府
県

は
、
以
下
を
意
味
す
る
。

1
0
：
基
本
シ
ェ
ア
を
用
い
て
計
算
し
た
数
量
が

1
0
ト
ン
未
満
の
場
合
又
は
令
和
３
年

か
ら
令
和
５
年
の
漁
獲
実
績
の
平
均
が
１
ト
ン
未
満
の
場
合

5
0
：
基
本
シ
ェ
ア
を
用
い
て
計
算
し
た
数
量
が

1
0
ト
ン
以
上

5
0
ト
ン
未
満
の
場
合

1
0
0
：
基
本
シ
ェ
ア
を
用
い
て
計
算
し
た
数
量
が

5
0
ト
ン
以
上

1
0
0
ト
ン
未
満
の
場
合

2

目
安
数
量
(
※

)
（
A
）

漁
獲
量

（
B
）

（
B
）
/
（
A
）

目
安
数
量
を
超

え
た
量

（
B
）
ー
（
A
）

青
森

3
0
5
 

1
,
4
9
8

4
9
1
%

1
,
1
9
3

岩
手

1
8
8
 

1
,
3
2
0

7
0
2
%

1
,
1
3
2

宮
城

1
0
0
 

7
0
9

7
0
9
%

6
0
9

秋
田

5
0
 

3
5

6
9
%

福
島

5
0
 

2
0

3
9
%

茨
城

5
0
 

2
6
4

5
2
7
%

2
1
4

千
葉

1
0
0
 

9
3

9
3
%

神
奈
川

5
0
 

4
6

9
3
%

新
潟

1
8
6
 

1
7
2

9
3
%

石
川

3
6
1
 

3
4
6

9
6
%

福
井

5
0
 

3
6

7
3
%

静
岡

1
0
0
 

1
4
9

1
4
9
%

4
9

愛
知

5
0
 

3
7

7
3
%

三
重

1
0
0
 

1
2
3

1
2
3
%

2
3

目
安
数
量
(
※
)

（
A
）

漁
獲
量

（
B
）

（
B
）
/
（
A
）

目
安
数
量
を
超

え
た
量

（
B
）
ー
（
A
）

和
歌
山

5
0
 

5
1

1
0
1
%

１

京
都

5
0
 

2
1

4
2
%

島
根

1
2
4
 

1
4
3

1
1
5
%

1
9

徳
島

1
0
 

1
6

1
5
8
%

6

愛
媛

5
0
 

7
1

1
4
2
%

2
1

高
知

5
0
 

2
6
7

5
3
4
%

2
1
7

福
岡

5
0
 

1
7

3
3
%

佐
賀

1
0
 

2
2
2
%

熊
本

1
0
 

3
2
5
%

大
分

1
0
 

5
4
9
%

宮
崎

1
0
 

7
0

6
9
9
%

6
0

鹿
児
島

1
0
 

3
2
5
%

単
位

:ト
ン
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3

令
和

７
管

理
年

度
Ｔ

Ａ
Ｃ

の
超

過
【

協
議

事
項

①
】

で
頂

い
た
意

見


令

和
７
管

理
年
度
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
超
過
し
た
数

量
に

つ
い

て
は
、
令

和
８

管
理

年
度
の
Ｔ

Ａ
Ｃ

か
ら
控
除
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

令
和

７
管
理

年
度
に
お
け
る
小
型
す
る
め
い

か
釣
り

漁
業
で
生

じ
た

超
過

分
は
、
令

和
８
管
理
年
度
の
当
該
管
理
区
分
か
ら

差
し

引
く

こ
と
と
し
て
い
る
。


目

安
数

量
を

大
き

く
超

過
し

た
「

現
行

水
準

」
の

県
（

青
森

県
、

岩
手

県
、

宮
城

県
、

茨
城

県
、

高
知

県
）

に
お

い
て

も
、

Ｔ
Ａ

Ｃ
超

過
分

に
対
す

る
相
応
の
負
担
（
配
分
数
量
又

は
目

安
数

量
の
差
し

引
き

）
が

必
要
で
あ

る
こ

と
。

【
第

1
4
5
回

資
源

管
理
分

科
会
で
頂
い
た
意

見
】

•
応

分
の

負
担

は
妥
当
だ
と
思
う
。

•
国

民
に
対

し
て
平

等
性

を
欠

く
よ
う
な
対

応
は

で
き
な
い
。
令

和
７
管

理
年

度
Ｔ
Ａ
Ｃ
の

数
量

は
守

る
べ

き
約

束
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）

で
あ
り
、
こ
れ
が
あ
っ
て
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
で
あ
る
。

•
ル

ー
ル

を
決
め
て
や
っ
て
い
る
以
上
、
正
直

も
の

が
馬

鹿
を
見
る
こ
と
は
避

け
た
い
。

•
超

過
分

（
注

 
前

回
水

政
審

時
点

で
速

報
値

2
3
1
ト
ン
）
は

少
量

で
あ
り
、
誤

差
の

範
囲

。
令

和
７
管

理
年

の
ス
ル

メ
イ
カ
Ｔ
Ａ
Ｃ
管

理
に

は
制

度
設

計
の
面
で
問
題
が
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
の

で
、
超

過
は
不

問
に
し
て
も
良
い
の
で
は
。

•
超

過
分

の
扱

い
を
議

論
す
る
よ
り
も
、
勉

強
料

と
捉

え
、
今

後
の

こ
と
を
議
論

す
る
こ
と
が

大
事

で
は
。
た
だ
し
、
次

回
こ
の

よ
う
な
こ
と

が
起

き
た
時
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
か
け
る
べ
き
。
超

過
分
を
差

し
引
く
の

で
あ
れ

ば
全
体

か
ら
差
し
引
く
べ
き
。

•
数

字
の

多
寡
に
関
係
な
く
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
な
ら
何

ら
か

の
制
度

的
な
説
明

が
必
要

だ
と
思
う
。

•
事

前
に
漁

業
者
に
説
明
し
て
い
な
い
ペ
ナ
ル

テ
ィ
を
課

す
べ

き
で
は

な
い
。
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4

令
和

７
管

理
年

度
小

型
す

る
め

い
か

釣
り

漁
業

の
超

過
【

協
議
事

項
②

】
で
頂
い

た
意

見

【
第

1
4
5
回

資
源

管
理
分

科
会
で
頂
い
た
意

見
】

•
「
現

行
水

準
」
の
運
用
は
課
題
が
明
ら
か

で
あ
る
こ
と
か

ら
、
２
月

の
決
定

（
当

初
配

分
の

シ
ェ
ア
に
応
じ
て
「数

量
明
示
」
の
道
県
に
配

分
）
を
修

正
し
た
上
で
、

2
,3

91
ト
ン
の
一
部

ま
た
は

全
量

を
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の

解
消

の
た
め
に
国
の
留
保
に
残
し
て
お
く
べ
き
。

•
青

森
県

、
岩

手
県

、
宮

城
県

に
追

加
配

分
し
な
い
こ
と
は

、
ペ
ナ
ル

テ
ィ
に
は

当
た
ら
な
い
と
理

解
し
て
い
る
。
追

加
配

分
し
な
い
こ
と

で
収

め
て
は
ど
う
か
。

•
資

源
管

理
分

科
会

と
し
て
、
２
月

の
決

定
を
修

正
し
、
国

の
留

保
に
繰

り
入

れ
て
お
く
こ
と
と
し
、
有

効
活

用
を
考

え
る
と
い
う
結

論
に

異
論

が
あ
る
者
は
い
る
か
（意

見
な
し
）
。
「現

行
水

準
」の

運
用

を
今

後
ど
う
し
て
い
く
の
か
整
理
し
て
欲
し
い
。

令
和

７
管

理
年
度
に
お
け
る
小
型
す
る
め

い
か

釣
り

漁
業
で
生

じ
た

超
過

分
の
差
引

き
量
の
追
加
配
分
に
関
連
し
て

●
2,
3
91
ト

ン
の

扱
い
に
つ
い
て
検
討
が
必

要
で

あ
る

こ
と

（
「
数
量

明
示
」
の
道
県
に
全
量
配
分
す

る
の

か
又

は
一
部
を

国
の

留
保

に
残
し
て

お
く

の
か
）

●
青

森
県
、

岩
手
県

、
宮
城
県
へ
の
追
加

配
分

に
つ

い
て
、
再

検
討

が
必

要
で
あ
る

こ
と

。

国
の
留
保
（
案
）

・
国
の
留

保
は
Ｔ

Ａ
Ｃ
の
超

過
リ

ス
ク

に
対
応

す
る
こ
と

を
目

的
と

し
、
数
量
は
2
00
ト
ン
と
す
る
。

・
大

臣
管

理
区

分
に

お
い
て

は
、

消
化

が
進

ま
な

い
場

合
に

他
の

大
臣

管
理

区
分

・
道

県
へ

の
振

替
え

に
対

応
す
る

な
ど

限
ら

れ
た

配
分

数
量

の
有

効
活

用
の

た
め

に
、

当
初

配
分
数

量
の
一

部
を
国

の
留
保

に
残

し
て

お
く
こ

と
が

で
き
る

こ
と
と
す

る
。

・
令

和
７

管
理

年
度

に
お

け
る

小
型

す
る

め
い

か
釣

り
漁

業
で

生
じ

た
超

過
分

の
う

ち
令

和
８

管
理

年
度

の
当

該
管

理
区

分
か

ら
差

し
引

く
数

量
は

、
令

和
８

管
理

年
度

の
当

初
の
国

の
留
保

に
繰
り

入
れ
た

の
ち

、
当

初
配
分

数
量

の
シ
ェ

ア
に
応
じ

て
「

数
量

明
示
」

の
道
県
に

配
分

す
る
こ
と
と
す
る
。

（
参
考
）
水
産
政
策
審
議
会

第
1
4
3
回

資
源
管
理
分
科
会

（
令
和
８
年
２
月
2
0
日
開
催
）
資
料
８
（
抜
粋
）
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令
和

８
管

理
年

度
Ｔ

Ａ
Ｃ

及
び

配
分

数
量

の
変

更
（

案
）

：
考
え

方

１
令

和
７

管
理
年
度
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
超
過
し
た

数
量

（
26
3ト

ン
）
を

、
令

和
８

管
理
年
度

Ｔ
Ａ

Ｃ
か
ら
差
し
引
く
。

２
令

和
７

管
理

年
度

小
型

す
る

め
い

か
釣

り
漁

業
の

超
過

分
（

全
量

の
2,
3
9
1
ト

ン
）

に
つ

い
て

は
令

和
８

管
理

年
度

小
型

す
る

め
い

か
釣

り
漁

業
の

配
分
数
量
か
ら
差
し
引
き
、

国
の

留
保

に
繰

り
入

れ
る

。
こ

れ
に

伴
い

、
小
型
す
る
め
い
か
釣
り
漁
業
（
４
月
か
ら

同
年

1
1月

ま
で

）
の
配
分
数
量
を
 
11
,
42
4ト

ン
（

2,
17

6ト
ン

減
）
に

、
小

型
す

る
め

い
か
釣
り
漁
業
（
12
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
）

の
配

分
数

量
を

 1
,
18
5ト

ン
（
21
5ト

ン
減
）
に

変
更

す
る

。

３
国

の
留

保
の

う
ち
、
令
和
７
管
理
年
度
Ｔ

Ａ
Ｃ

を
超

過
し
た

数
量

（
26

3ト
ン

）
を

減
じ
た
数
量
（
2,
12

8ト
ン
）
に
つ
い
て
、
当

初
配

分
数

量
の

シ
ェ
ア
に
基
づ
き
、
「
数
量
明

示
」

の
道

県
へ
の
追

加
配

分
数

量
を
算
出

す
る
。

①
「

数
量
明

示
」
の
道
県
の
う
ち
北
海
道
、

富
山

県
、

長
崎
県
に

つ
い

て
は

、
追
加
配

分
数
量
を
加
え
配
分
数
量
を
変
更
す
る
。

②
「

数
量

明
示

」
の

道
県

の
う

ち
青

森
県

、
岩

手
県

、
宮

城
県

に
つ

い
て

は
、

配
分

数
量

を
変

更
し

な
い

。
当

該
三

県
の

追
加

配
分

数
量

（
合

計
42

9
ト

ン
）

は
、

令
和

８
管

理
年

度
に

「
現

行
水

準
」

の
運

用
に

よ
る

Ｔ
Ａ

Ｃ
の

超
過

リ
ス

ク
に

対
応

す
る

た
め

に
国

の
留

保
に
残
す
。

5
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令
和

８
管

理
年

度
Ｔ

Ａ
Ｃ

及
び

配
分

数
量

の
変

更
（

案
）

6

大
臣

管
理

区
分

／
都

道
府

県
変

更
前

T
A

C
超

過
分

差
し
引

き
【
１
】

小
型

す
る
め

い
か

釣
り
漁

業
超

過
分

差
し
引

き
【
２
】

国
の

留
保

・
留

保
か

ら
の

追
加

配
分

【
３
】

変
更

後
（
案

）

T
A

C
超

過
分

差
し
引

き

「
数

量
明

示
」

道
県

へ
の

追
加

配
分

沖
合
底
び
き
網
漁
業

1
7
,3

0
0

1
7
,3

0
0

大
中
型
ま
き
網
漁
業

2
,3

0
0

2
,3

0
0

大
臣
許
可

い
か
釣
り
漁
業

3
,0

0
0

3
,0

0
0

小
型
す
る
め
い
か
釣
り
漁
業

（
４
月

か
ら
同

年
1
1
月

ま
で
）

1
3
,6

0
0

▲
2
,1

7
6

1
1
,4

2
4

小
型
す
る
め
い
か
釣
り
漁
業

（
1
2
月

か
ら
翌

年
３
月

ま
で
）

1
,4

0
0

▲
2
1
5

1
,1

8
5

北
海
道

6
,6

0
0

＋
8
3
1

7
,4

3
1

青
森
県

1
,7

0
0

1
,7

0
0

岩
手
県

1
,1

0
0

1
,1

0
0

宮
城
県

6
0
0

6
0
0

富
山
県

3
,8

0
0

＋
4
7
8

4
,2

7
8

長
崎
県

3
,1

0
0

＋
3
9
0

3
,4

9
0

「
現

行
水
準
」
の
府
県
（
全

体
）

6
,5

0
0

6
,5

0
0

国
の
留
保

（
大
臣
許
可
い
か

釣
り
漁

業
か

ら
の

繰
り
入

れ
）

7
,2

0
0

7
,2

0
0

国
の
留
保

（
超
過
リ
ス
ク
対

応
分

）
2
0
0

＋
2
,3

9
1

▲
2
6
3

▲
1
,6

9
9

6
2
9

Ｔ
Ａ
Ｃ

6
8
,4

0
0

▲
2
6
3

6
8
,1

3
7

単
位

:ト
ン
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令
和

９
管

理
年

度
以

降
の

「
現

行
水

準
」

の
扱

い
に

つ
い

て
（
案

）

令
和

９
管

理
年

度
以

降
の

「
現

行
水

準
」

の
扱

い
に

つ
い

て
、

現
時

点
の

案
は

以
下

の
と

お
り

。
今

後
の

資
源

管
理

分
科

会
に

お
い

て
議

論
し

、
来

年
２
月
ま
で
に
資
源
管
理
基
本
方
針

の
変

更
・
数
量

の
諮

問
を

行
う
こ
と

と
し

た
い
。

１
青

森
県
、

岩
手
県

、
宮
城
県
に
つ
い
て

は
、

管
理

上
必
要
と

認
め

ら
れ

る
間
は
、

配
分
数
量
を
明
示
す
る
。

２
各

管
理

年
度
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
及
び
配
分
案
の

公
表

時
に

、
目
安
数

量
も

公
表

す
る
と
と

も
に
、
水
産
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

３
漁

獲
量

の
総

量
が
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
超
過
し
た

場
合

、
目

安
数

量
を

一
定

程
度

超
過

し
た

「
現
行
水
準
」
の
都
府
県
に
つ
い
て
は
、
当

該
超

過
分

に
応

じ
て

、
「
数
量
明
示
」
へ
の
移
行

や
翌

管
理

年
度

当
初

の
配

分
数

量
又

は
目

安
数
量
か
ら
超
過
分
を
差
し
引
く
規
定
を
導

入
す

る
。

【
参
考
１
：
資
源
管
理
基
本
方
針
（
抄
）
】

第
５
 
特

定
水
産
資

源
ご

と
の

漁
獲

可
能

量
の

都
道
府
県

及
び
大

臣
管

理
区
分
へ

の
配
分

の
基

準
等

１
・
２
（

略
）

３
 
都
道

府
県
へ
の

配
分

⑴
全

体
の

漁
獲

量
の

う
ち

お
お

む
ね

8
0
パ

ー
セ

ン
ト

の
漁

獲
量

を
構

成
す

る
漁

獲
量

上
位

の
都

道
府

県
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

配
分

数
量

を
明
示
す
る

。
⑵

⑴
に

該
当

し
な

い
都

道
府

県
に

つ
い

て
は

、
現

行
水

準
の

漁
獲

量
で

あ
れ

ば
、

そ
の

資
源

に
与

え
る

影
響

は
少

な
い

も
の

と
し

て
、

配
分

数
量

を
示

さ
ず

目
安

と
な

る
数

量
を

示
し

て
隻

数
・

操
業

日
数

等
の

漁
獲

努
力

量
を

通
じ

た
管

理
を

行
う

も
の

と
し

、
「

現
行

水
準

」
に

よ
る

配
分

を
行

う
。

た
だ

し
、

目
安

と
な

る
数

量
に

つ
い

て
当

該
都

道
府

県
が

希
望

す
る

場
合

又
は

漁
業

構
造

の
大

幅
な

変
化

等
管

理
上

必
要

と
な

る
場

合
に
は
、

配
分
数

量
を

明
示

す
る

こ
と

と
す
る

。

7

目
安

数
量

を
超

過
し

た
「

現
行

水
準

」
の

府
県
の
扱
い
（
案
）

以
下

の
要

件
を

い
ず

れ
も

満
た

す
令

和
７

管
理

年
度

に
お

け
る

「
現

行
水

準
」

の
府

県
（

青
森

県
、

岩
手
県
、
宮
城
県
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
８
管
理
年
度
、
配
分
数
量
を
明
示
す
る
こ
と
と
す
る

。

＜
要
件
１
＞
令
和
７
管
理
年
度
の
漁
獲
量
が
、
目
安
数
量
の
二
倍
を
超
え
て
い
る
。

＜
要
件
２
＞
令
和
７
管
理
年
度
の
漁
獲
量
が
、
7
0
0
ト
ン
を
超
過
し
て
い
る
。

【
参

考
２
：
第

1
4
3
回
資
源
管
理
分
科
会
資
料

5
-
9
-
2
（
抜

粋
）
】
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